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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】車両が加速すべきでない特定の場所を走行する
ときに、運転者の意志を反映させて車両の車速を制御す
る。
【解決手段】本発明の車両走行制御装置は、経路案内装
置２０、２１、２２、２３と、目標速度に従って車両が
走行するように駆動力制御及び制動力制御を実行する車
両走行制御部１０とを備える。車両走行制御部は、車両
が予め定められた加速すべきでない特定の場所に近づい
ていると判定したとき、目標速度の減速の提案を報知部
（表示器）５１を介して行う。車両走行制御部は、目標
速度の減速の提案を行った場合、その提案が運転者によ
り承認されたとき目標速度を減速し、その提案が承認さ
れないとき現在の目標速度を維持する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置と地図情報とに基いて、前記車両の経路案内を行う経路案内装置と、
　目標速度に従って前記車両が走行するように前記車両の駆動力を制御する駆動力制御及
び前記車両の制動力を制御する制動力制御を実行する車両走行制御部と、
　前記目標速度の減速の提案を運転者に対して報知する報知部と、
　前記提案を承認するために前記運転者によって操作される操作部と、
　を備え、
　前記車両走行制御部は、
　前記経路案内装置からの情報に基いて、前記車両が予め定められた加速すべきでない特
定の場所に近づいているか否かを判定し、
　前記車両が前記特定の場所に近づいていると判定したとき、前記提案を前記報知部を介
して行う
　ように構成され、
　更に、前記車両走行制御部は、前記提案を行った場合、
　前記操作部に対する前記運転者の操作により前記提案が承認されたとき、前記目標速度
を減速し、
　前記提案が承認されないとき、現在の前記目標速度を維持する
　ように構成された
　車両走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目標車速に従って車両を加速又は減速させる走行制御を実行する車両走行制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、予め設定された目標車速（設定速度）で車両を定速走行させる定速制御を実
行する車両走行制御装置が提案されている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－０５６８５７号公報
【発明の概要】
【０００４】
　特許文献１に提案されている装置（以下、「従来装置」と称呼する。）は、地図上で予
め設定された加速制御禁止領域に車両が位置したとき、加速制御を禁止した車速制御（加
速禁止制御）を実行する。例えば、従来装置は、車両が加速制御禁止領域を走行するとき
、現在の車速を維持しながら車両を走行させる。しかし、運転者は車両を減速させたい場
合がある。
【０００５】
　別の例として、従来装置は、車両が加速制御禁止領域を走行するとき、車両を減速させ
る。このとき、運転者は、現在の車速を維持しながら車両を走行させたい場合もある。こ
のように、従来装置においては、車両が加速制御禁止領域を走行するときに、運転者の意
志が反映されない。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされた。即ち、本発明の目的の一つは、車両が
加速すべきでない特定の場所を走行するときに、運転者の意志を反映させて車両の車速を
制御することが可能な車両走行制御装置を提供することである。
【０００７】
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　本発明の車両走行制御装置（以下、「本発明装置」と称呼される場合がある。）は、
　車両の現在位置と地図情報とに基いて、前記車両の経路案内を行う経路案内装置（２０
、２１、２２、２３）と、
　目標速度（Ｖｓｅｔ）に従って前記車両が走行するように前記車両の駆動力を制御する
駆動力制御及び前記車両の制動力を制御する制動力制御を実行する車両走行制御部（１０
）と、
　前記目標速度の減速の提案を運転者に対して報知する報知部（５１）と、
　前記提案を承認するために前記運転者によって操作される操作部（１８）と、
　を備える。
　前記車両走行制御部は、
　前記経路案内装置からの情報に基いて、前記車両が予め定められた加速すべきでない特
定の場所に近づいているか否かを判定し（ステップ２０２）、
　前記車両が前記特定の場所に近づいていると判定したとき（ステップ２０２：Ｙｅｓ）
、前記提案を前記報知部（５１）を介して行う
　ように構成されている。
　更に、前記車両走行制御部は、前記提案を行った場合、
　前記操作部に対する前記運転者の操作により前記提案が承認されたとき（ステップ２０
４：Ｙｅｓ）、前記目標速度を減速し（ステップ２０６）、
　前記提案が承認されないとき（ステップ２０４：Ｎｏ、ステップ２０５：Ｙｅｓ）、現
在の前記目標速度を維持する
　ように構成されている。
【０００８】
　本発明装置は、車両が予め定められた加速すべきでない特定の場所に近づいているとき
、報知部を介して、目標車速を減速する提案を運転者に対して行う。運転者は、その提案
を承認する場合、操作部を操作する。これにより、目標車速が減速される。一方、運転者
が提案を承認しないとき、現在の目標車速が維持される。このように、本発明装置は、車
両が特定の場所を走行する際の車速に関して、運転者の意志を反映させることができる。
【０００９】
　上記説明においては、本発明の理解を助けるために、後述する実施形態に対応する発明
の構成に対し、その実施形態で用いた名称及び／又は符号を括弧書きで添えている。しか
しながら、本発明の各構成要素は、前記符号によって規定される実施形態に限定されるも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る車両走行制御装置の概略構成図である。
【図２】図１に示した運転支援ＥＣＵの作動を説明するためのフローチャートである。
【図３】加速すべきでない特定の場所（高速道路の退出路）に車両が近づいたときの状況
を説明する図である。
【図４】図３の状況でのタッチパネル式ディスプレイの画面を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１２】
　本発明の実施形態に係る車両走行制御装置（以下、「本実施装置」と称呼される場合が
ある。）は、車両に適用される。本実施装置は、図１に示したように、運転支援ＥＣＵ１
０、ナビゲーションＥＣＵ２０、エンジンＥＣＵ３０、ブレーキＥＣＵ４０、及び、メー
タＥＣＵ５０を備えている。
【００１３】
　これらのＥＣＵは、マイクロコンピュータを主要部として備える電気制御装置（Electr
ic　Control　Unit）であり、図示しないＣＡＮ（Controller　Area　Network）を介して
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相互に情報を送信可能及び受信可能に接続されている。本明細書において、マイクロコン
ピュータは、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、及び、インターフェース（Ｉ
／Ｆ）１０４等を含む。ＣＰＵ１０１はＲＯＭ１０２に格納されたインストラクション（
プログラム、ルーチン）を実行することにより各種機能を実現するようになっている。
【００１４】
　運転支援ＥＣＵ１０は、以下に列挙するセンサ（スイッチを含む。）と接続されていて
、それらのセンサの検出信号又は出力信号を受信するようになっている。なお、各センサ
は、運転支援ＥＣＵ１０以外のＥＣＵに接続されていてもよい。その場合、運転支援ＥＣ
Ｕ１０は、センサが接続されたＥＣＵからＣＡＮを介してそのセンサの検出信号又は出力
信号を受信する。
【００１５】
　アクセルペダル操作量センサ１１は、車両のアクセルペダル１１ａの操作量（アクセル
開度）を検出し、アクセルペダル操作量ＡＰを表す信号を出力するようになっている。
　ブレーキペダル操作量センサ１２は、車両のブレーキペダル１２ａの操作量を検出し、
ブレーキペダル操作量ＢＰを表す信号を出力するようになっている。
【００１６】
　操舵角センサ１３は、車両の操舵角を検出し、実操舵角θを表す信号を出力するように
なっている。
　車速センサ１４は、車両の走行速度（車速）を検出し、車速ＳＰＤを表す信号を出力す
るようになっている。
【００１７】
　周囲センサ１５は、少なくとも車両の前方の道路、及び、その道路に存在する立体物に
関する情報を取得するようになっている。立体物は、例えば、歩行者、自転車及び自動車
などの移動物、並びに、電柱、樹木及びガードレールなどの固定物を表す。以下、これら
の立体物は「物標」と称呼される場合がある。更に、周囲センサ１５は、物標の有無及び
車両と物標との相対関係（即ち、車両と物標との距離、及び、車両と物標との相対速度等
）を演算して出力するようになっている。
【００１８】
　周囲センサ１５は、例えば、レーダセンサ及びカメラセンサを備えている。
【００１９】
　レーダセンサは、例えば、ミリ波帯の電波（以下、「ミリ波」と称呼する。）を少なく
とも車両の前方領域を含む車両の周辺領域に放射し、放射範囲内に存在する物標によって
反射されたミリ波（即ち、反射波）を受信する。
【００２０】
　より具体的に述べると、レーダセンサはミリ波送受信部及び情報処理部を備えている。
その情報処理部は、ミリ波送受信部から送信したミリ波とミリ波送受信部が受信した反射
波との位相差、反射波の減衰レベル及びミリ波を送信してから反射波を受信するまでの時
間等に基いて、検出した各物標（ｎ）に対する、車間距離（縦距離）Ｄｆｘ（ｎ）、相対
速度Ｖｆｘ（ｎ）、横距離Ｄｆｙ（ｎ）及び相対横速度Ｖｆｙ（ｎ）等を所定時間の経過
毎に取得する。
【００２１】
　車間距離Ｄｆｘ（ｎ）は、車両と物標（ｎ）（例えば、先行車両）との間の車両の中心
軸に沿った距離である。
　相対速度Ｖｆｘ（ｎ）は、物標（ｎ）（例えば、先行車両）の速度Ｖｓと車両の速度Ｖ
ｊとの差（＝Ｖｓ－Ｖｊ）である。物標（ｎ）の速度Ｖｓは車両の進行方向における物標
（ｎ）の速度である。
　横距離Ｄｆｙ（ｎ）は、「物標（ｎ）の中心位置（例えば、先行車両の車幅中心位置）
」の、車両の中心軸と直交する方向における同中心軸からの距離である。横距離Ｄｆｙ（
ｎ）は「横位置」とも称呼される。
　相対横速度Ｖｆｙ（ｎ）は、物標（ｎ）の中心位置（例えば、先行車両の車幅中心位置
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）の、車両の中心軸と直交する方向における速度である。
【００２２】
　カメラセンサは、カメラ（単眼カメラ或いはステレオカメラ）及び画像処理部を備えて
いる。カメラは、車両前方の風景を撮影して画像データを取得する。画像処理部は、画像
データに基いて、物標の有無及び車両と物標との相対関係などを演算して出力するように
なっている。この場合、運転支援ＥＣＵ１０は、レーダセンサによって得られた車両と物
標との相対関係と、カメラセンサによって得られた車両と物標との相対関係と、を合成す
ることにより、車両と物標との相対関係を決定する。
【００２３】
　周囲センサ１５によって取得された情報は「物標情報」と称呼される。周囲センサ１５
は、所定の時間が経過する毎に、物標情報を運転支援ＥＣＵ１０に送信する。なお、周囲
センサ１５は、必ずしも、レーダセンサ及びカメラセンサの両方を備える必要はなく、例
えば、レーダセンサのみ、又は、カメラセンサのみ、を含んでいてもよい。
【００２４】
　ＡＣＣスイッチ１６は、運転席の近傍に設けられ、運転者により操作されるスイッチで
ある。運転者は、ＡＣＣスイッチ１６を操作することにより、追従車間距離制御（ＡＣＣ
：アダプティブ・クルーズ・コントロール）を実行するか否かを選択することができる。
ＡＣＣスイッチ１６がオンされると、車両の走行モードを定速走行モード又は追従走行モ
ード（何れも後述）に切り替えるための信号が運転支援ＥＣＵ１０に出力される。ＡＣＣ
スイッチ１６がオフされると、車両の走行モードを通常走行モードに切り替えるための信
号が運転支援ＥＣＵ１０に出力される。なお、定速走行モードは、先行車両（即ち、車両
と同一車線上において車両の前方に存在する車両）が存在しない場合にＡＣＣスイッチ１
６がオンされることにより選択される走行モードである。追従走行モードは、先行車両が
存在する場合にＡＣＣスイッチ１６がオンされることにより選択される走行モードである
。
【００２５】
　車速・車間距離設定スイッチ１７は、運転席の近傍に設けられ、運転者により操作され
るスイッチである。運転者は、車速・車間距離設定スイッチ１７を操作することにより、
設定車速Ｖｓｅｔ及び設定車間距離Ｄｓｅｔをそれぞれ設定することができる。ここで、
設定車速Ｖｓｅｔは、車両の走行モードが定速走行モードの場合に車両が維持する車速で
あり、「目標車速」と称呼される場合がある。設定車間距離Ｄｓｅｔは、車両の走行モー
ドが追従走行モードの場合に設定車速Ｖｓｅｔ以下の車速で先行車両との間に設ける車間
距離であり、「目標車間距離」と称呼される場合がある。なお、車間距離が設定される代
わりに、設定車間時間が設定される構成であってもよい。この場合、設定車間時間に車速
を乗算することにより、設定車間距離が算出され得る。
【００２６】
　承認スイッチ１８は、運転席の近傍に設けられ、運転者により操作されるスイッチであ
る。運転者は、後述する「設定車速Ｖｓｅｔの減速の提案」を受けたときに、承認スイッ
チ１８を操作することにより、その提案を承認することができる。
【００２７】
　車両は、ナビゲーション装置（経路案内装置）を搭載している。ナビゲーション装置は
、ナビゲーションＥＣＵ２０、ＧＰＳ受信機２１、地図データベース（ＤＢ）２２、及び
、タッチパネル式ディスプレイ２３を備えている。
【００２８】
　ＧＰＳ受信機２１は、車両の位置を検出するためのＧＰＳ信号を受信する。地図ＤＢ２
２には、地図情報が格納されている。地図情報は、道路情報を含む。道路情報は、道路の
幅員、勾配、及び、曲率半径（又は曲率）等の情報を含む。更に、道路情報は、加速すべ
きでない特定の場所に関する情報も含む。ここでの「特定の場所」には、例えば、高速道
路の本線から分岐する退出路、サービスエリア（rest area）及びパーキングエリアへの
進入路、高速道路の料金所、カーブ、並びに、交差点等が含まれる。
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【００２９】
　ナビゲーションＥＣＵ２０は、ＧＰＳ信号に基いて現時点の車両の位置（現在の位置）
Ｐｎｏｗを特定する。そして、ナビゲーションＥＣＵ２０は、車両の位置Ｐｎｏｗ及び地
図情報等に基いて各種の演算処理を行い、ディスプレイ２３を用いて経路案内を行うよう
になっている。更に、ナビゲーションＥＣＵ２０は、上記の特定の場所への案内をディス
プレイ２３を介して行っているとき、車両が特定の場所へ近づいたこと示す情報及び車両
と特定の場所との間の距離に関する情報を、運転支援ＥＣＵ１０に対して送信するように
なっている。
【００３０】
　エンジンＥＣＵ３０は、エンジンアクチュエータ３１に接続されている。エンジンアク
チュエータ３１は、ガソリン燃料噴射・火花点火式・内燃機関３２のスロットル弁の開度
を変更するスロットル弁アクチュエータを含む。エンジンＥＣＵ３０は、エンジンアクチ
ュエータ３１を駆動することによって、内燃機関３２が発生するトルクを変更することが
できる。内燃機関３２が発生するトルクは、図示しない変速機を介して図示しない駆動輪
に伝達されるようになっている。従って、エンジンＥＣＵ３０は、エンジンアクチュエー
タ３１を制御することによって、車両の駆動力を制御し加速状態（加速度）を変更するこ
とができる。
【００３１】
　ブレーキＥＣＵ４０は、ブレーキアクチュエータ４１に接続されている。ブレーキアク
チュエータ４１は、ブレーキペダル１２ａの踏力によって作動油を加圧する図示しないマ
スタシリンダと、左右前後輪に設けられる摩擦ブレーキ機構４２との間の油圧回路に設け
られている。ブレーキアクチュエータ４１は、ブレーキＥＣＵ４０からの指示に応じて、
摩擦ブレーキ機構４２のブレーキキャリパ４２ｂに内蔵されたホイールシリンダに供給す
る油圧を調整する。その油圧によりホイールシリンダが作動することによりブレーキパッ
ドがブレーキディスク４２ａに押し付けられて摩擦制動力が発生する。従って、ブレーキ
ＥＣＵ４０は、ブレーキアクチュエータ４１を制御することによって、車両の制動力を制
御し加速状態（減速度、即ち、負の加速度）を変更することができる。
【００３２】
　メータＥＣＵ５０は、表示器５１に接続されている。表示器５１は、運転席の正面に設
けられたマルチインフォーメーションディスプレイである。表示器５１は、車速ＳＰＤ及
びエンジン回転速度等の計測値の表示に加えて、各種の情報を表示する。なお、表示器５
１として、ヘッドアップディスプレイが採用されてもよい。
【００３３】
（追従車間距離制御）
　運転支援ＥＣＵ１０は、追従車間距離制御（ＡＣＣ）を実行できるようになっている。
追従車間距離制御自体は周知である（例えば、特開２０１４－１４８２９３号公報、特開
２００６－３１５４９１号公報、特許第４１７２４３４号明細書、及び、特許第４９２９
７７７号明細書等を参照。）。従って、以下、簡単に説明する。なお、以降において、追
従車間距離制御を単に「ＡＣＣ」と称呼する。
【００３４】
　ＡＣＣは、定速走行モードの制御と追従走行モードの制御の２種類の制御を含む。以降
の説明（図２のルーチン）において、本実施装置が定速走行モードの制御を実行している
ことが前提となっている。従って、定速走行モードの制御を主に説明する。
【００３５】
　定速走行モードの制御は、ドライバーのアクセルペダル１１ａの操作を要することなく
、車両を設定車速Ｖｓｅｔに従って定速走行させる制御である。ＡＣＣスイッチ１６がオ
ンされたとき、先行車両が存在しない場合、運転支援ＥＣＵ１０は、定速走行モードの制
御を実行する。即ち、運転支援ＥＣＵ１０は、車両の車速ＳＰＤが設定車速Ｖｓｅｔに一
致するように、設定車速Ｖｓｅｔと車速ＳＰＤに基いて目標加速度Ｇｔｇｔを決定する。
運転支援ＥＣＵ１０は、現在の車速ＳＰＤが設定車速Ｖｓｅｔと一致していれば目標加速
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度Ｇｔｇｔを「０」に設定する。運転支援ＥＣＵ１０は、設定車速Ｖｓｅｔが車速ＳＰＤ
よりも高い場合、目標加速度Ｇｔｇｔを増大させる。運転支援ＥＣＵ１０は、設定車速Ｖ
ｓｅｔが車速ＳＰＤよりも低い場合、目標加速度Ｇｔｇｔを減少させる。
【００３６】
　そして、運転支援ＥＣＵ１０は、車両の加速度が目標加速度Ｇｔｇｔに一致するように
（車両が目標加速度Ｇｔｇｔに従って走行するように）、エンジンＥＣＵ３０を用いてエ
ンジンアクチュエータ３１を制御して駆動力制御を実行するとともに、必要に応じてブレ
ーキＥＣＵ４０を用いてブレーキアクチュエータ４１を制御して制動力制御を実行する。
【００３７】
　追従走行モードの制御は、先行車両との車間距離を設定車間距離Ｄｓｅｔに維持しなが
ら先行車両を追従走行するように車両を走行させる制御である。ＡＣＣスイッチ１６がオ
ンされたとき、先行車両が存在する場合、運転支援ＥＣＵ１０は、追従走行モードの制御
を実行する。この場合、運転支援ＥＣＵ１０は、周囲センサ１５により取得した物標情報
に基いて追従対象車両を選択する。更に、運転支援ＥＣＵ１０は、「追従対象車両までの
車間距離（Ｄｆｘ）と設定車間距離Ｄｓｅｔとの偏差」及び「追従対象車両の相対速度（
Ｖｆｘ）」等に基いて目標加速度Ｇｔｇｔを決定する。運転支援ＥＣＵ１０は、車両の加
速度が目標加速度Ｇｔｇｔに一致するように、駆動力制御を実行するとともに、制動力制
御を実行する。
【００３８】
（本実施装置の作動）
　本実施装置の作動の概要を説明する。本実施装置は、車両が上述の特定の場所に近づい
た場合（後述する提案条件が成立した場合）、設定車速Ｖｓｅｔを減速する提案を運転者
に対して行う。運転者は、その提案を承認する場合、承認スイッチ１８を押下する。これ
により、設定車速Ｖｓｅｔが減速される。一方、承認スイッチ１８を押下しない場合、現
在の設定車速Ｖｓｅｔが維持される。このように、本実施装置は、車両が特定の場所を走
行する際の車速に関して、運転者の意志を反映させることができる。
【００３９】
（本実施装置の具体的な作動）
　次に、図２を用いて運転支援ＥＣＵ１０の具体的な作動について説明する。運転支援Ｅ
ＣＵ１０のＣＰＵ１０１（以下、単に「ＣＰＵ」と称呼する。）は、所定時間が経過する
毎に図２により示したルーチンを実行するようになっている。
【００４０】
　従って、所定のタイミングになると、ＣＰＵは図２のステップ２００から処理を開始し
てステップ２０１に進み、ＡＣＣにおける定速走行モードの制御が実行中であるか否かを
判定する。定速走行モードの制御が実行されていない場合、ＣＰＵは、ステップ２０１に
て「Ｎｏ」と判定してステップ２９５に直接進み、本ルーチンを一旦終了する。
【００４１】
　これに対し、定速走行モードの制御が実行中である場合、ＣＰＵは、ステップ２０１に
て「Ｙｅｓ」と判定してステップ２０２に進み、ナビゲーションＥＣＵ２０からの情報（
車両が特定の場所へ近づいたこと示す情報及び車両と特定の場所との間の距離に関する情
報等）に基いて、所定の提案条件が成立するか否かを判定する。提案条件は、車両が特定
の場所に近づいているときに成立する条件であり、以下に述べる条件Ａ１及び条件Ａ２の
両方が成立したときに成立する。
　（条件Ａ１）：現時点にて、ナビゲーションＥＣＵ２０が、特定の場所（高速道路の本
線から分岐する退出路、サービスエリア及びパーキングエリアへの進入路、高速道路の料
金所、及び、交差点等）への案内をディスプレイ２３を介して行っている。
　（条件Ａ２）：車両と特定の場所との間の距離が所定の距離閾値Ｄｔｈ以下である。
【００４２】
　いま、図３に示すように、車両ＳＶが高速道路の本線３０１を走行していると仮定する
。更に、図４に示すように、現時点にて、ナビゲーションＥＣＵ２０が、高速道路の本線
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３０１から分岐する退出路３０２への案内をディスプレイ２３を介して行っている。加え
て、車両ＳＶと退出路３０２との間の距離Ｄ１が所定の距離閾値Ｄｔｈよりも小さいとす
る（図２参照。）。
【００４３】
　この場合、上述の提案条件が成立するので、ＣＰＵは、ステップ２０２にて「Ｙｅｓ」
と判定してステップ２０３に進み、設定車速Ｖｓｅｔの減速の提案を表示器５１を介して
行う。具体的には、ＣＰＵは、現在の設定車速Ｖｓｅｔから所定の値ΔＶだけ減速した値
を表示器５１に表示する。なお、このような表示器５１による報知に代えて又は加えて、
ＣＰＵは、設定車速Ｖｓｅｔを変更するか否かを問い合わせるメッセージを図示しないス
ピーカに発話させてもよい。
【００４４】
　次に、ＣＰＵは、ステップ２０４に進んで、承認スイッチ１８が押下されたか否かを判
定する。承認スイッチ１８が押下された場合、ＣＰＵは、以下に述べるステップ２０６乃
至ステップ２０８の処理を順に行う。その後、ＣＰＵは、ステップ２９５に進み、本ルー
チンを一旦終了する。
【００４５】
　ステップ２０６：ＣＰＵは、設定車速Ｖｓｅｔを、現在の設定車速Ｖｓｅｔから所定の
値ΔＶだけ減速した値に変更する（即ち、Ｖｓｅｔ←Ｖｓｅｔ－ΔＶ）。
　ステップ２０７：ＣＰＵは、設定車速Ｖｓｅｔと現在の車速ＳＰＤに基いて目標加速度
Ｇｔｇｔを算出する。
　ステップ２０８：ＣＰＵは、車両の加速度が目標加速度Ｇｔｇｔに一致するように、エ
ンジンＥＣＵ３０を用いて駆動力制御を実行するとともに、ブレーキＥＣＵ４０を用いて
制動力制御を実行する。
【００４６】
　一方、ステップ２０４にて承認スイッチ１８が押下されない場合、ＣＰＵは、そのステ
ップ２０４にて「Ｎｏ」と判定してステップ２０５に進む。ＣＰＵは、ステップ２０５に
て、所定の拒絶条件が成立するか否かを判定する。拒絶条件は、「ステップ２０３にて設
定車速Ｖｓｅｔの減速の提案が行なわれた時点からの経過時間Ｔｅｐ」が所定の時間閾値
Ｔｔｈ以上になったときに成立する。拒絶条件が成立しない場合、ＣＰＵは、ステップ２
０５にて「Ｎｏ」と判定してステップ２０４に戻る。
【００４７】
　ＣＰＵがステップ２０４での「Ｎｏ」の判定及びステップ２０５での「Ｎｏ」の判定を
繰り返し実行している間に、上述の経過時間Ｔｅｐが所定の時間閾値Ｔｔｈ以上になった
と仮定する。この場合、ＣＰＵは、ステップ２０５にて「Ｙｅｓ」と判定して、前述のよ
うにステップ２０７及びステップ２０８の処理を順に実行する。そして、ＣＰＵは、ステ
ップ２９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。従って、この場合、設定車速Ｖｓｅｔが
現在の値で維持されたまま、定速走行モードの制御が実行される。
【００４８】
　なお、ＣＰＵがステップ２０２に進んだ時点にて提案条件が成立しない場合、ＣＰＵは
ステップ２０２にて「Ｎｏ」と判定して、前述のようにステップ２０７及びステップ２０
８の処理を順に実行する。そして、ＣＰＵは、ステップ２９５に進み、本ルーチンを一旦
終了する。
【００４９】
　以上説明したように、本実施装置は、車両ＳＶが、加速すべきでない特定の場所（例え
ば、高速道路の退出路３０２）に近づいたか否かを判定する（即ち、提案条件が成立した
か否かを判定する）。車両ＳＶが特定の場所に近づいている場合、本実施装置は、表示器
５１（及び／又はスピーカ）を用いて、設定車速Ｖｓｅｔを減速する提案を運転者に対し
て行う。運転者は、その提案を承認する場合、承認スイッチ１８を押下する。これにより
、設定車速Ｖｓｅｔが減速される。一方、承認スイッチ１８を押下しない場合、現在の設
定車速Ｖｓｅｔが維持される。このように、本実施装置は、車両ＳＶが特定の場所を走行
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設定車速Ｖｓｅｔの減速の提案を表示器５１を介して行うとき、現在の設定車速Ｖｓｅｔ
から所定の値ΔＶだけ減速した値を表示器５１に表示する。従って、運転者は、特定の場
所をどの程度の車速で走行することになるかを事前に把握することができる。従って、車
両ＳＶが減速されるときの違和感を軽減することができる。
【００５０】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されることはなく、本発明の範囲内において種々の
変形例を採用することができる。
【００５１】
（変形例１）
　上述したように、ＡＣＣにおける追従走行モードの制御は、先行車両との車間距離を設
定車間距離Ｄｓｅｔに維持しながら設定車速Ｖｓｅｔ以下の速度で先行車両を追従走行さ
せる制御である。従って、図２のルーチンは、追従走行モードの制御が実行されている場
合に適用されてもよい。設定車速Ｖｓｅｔの減速の提案が承認された場合、車両は、変更
後の設定車速（Ｖｓｅｔ－ΔＶ）以下の速度で設定車間距離Ｄｓｅｔを維持しながら先行
車両を追従する。
【００５２】
（変形例２）
　図２のルーチンのステップ２０２における提案条件は、上記の例に限定されない。提案
条件は、上記の条件Ａ１及び条件Ａ２のいずれか一方が成立するときに成立する条件であ
ってもよい。
【００５３】
（変形例３）
　図２のルーチンのステップ２０５における拒絶条件は、上記の例に限定されない。車両
は、提案を拒絶するための拒絶スイッチを備えてもよい。この場合、ＣＰＵは、拒絶スイ
ッチが押下されたときに拒絶条件が成立すると判定する。別の例として、ＣＰＵは、「ス
テップ２０３にて設定車速Ｖｓｅｔの減速の提案が行なわれた時点からの車両ＳＶの走行
距離」が所定の走行距離閾値以上になったとき、拒絶条件が成立すると判定してもよい。
【００５４】
（変形例４）
　本実施形態に係る車両走行制御装置は、定速走行モードの制御及び追従走行モードの制
御を実行することが可能な車両に適用されているが、定速走行モードの制御のみを実行可
能に構成された車両又は追従走行モードの制御のみを実行可能に構成された車両に適用さ
れてもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１０…運転支援ＥＣＵ、２０…ナビゲーションＥＣＵ、３０…エンジンＥＣＵ、４０…
ブレーキＥＣＵ、５０…メータＥＣＵ。
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